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文部科学省　　学びのイノベーション事業　　実証研究報告書

第8章

1-1  各教科等におけるICTを活用した指導方法の開発
○ 　各教科等の指導において、ICTを効果的に活用するためには、ICT活用の意義を明確にし、児童

生徒の発達段階、教科の特性、単元の目標や内容、学習活動の目的や場面などに応じて、指導方法

を工夫する必要がある。その際、観察・実験や校外学習などの体験的な活動、子供同士の対面での

コミュニケーション活動などに留意して指導を進める必要がある。

○ 　実証校における実践において、各教科等におけるICTの活用や効果とともに、指導上留意す

べき事項（第2章参照）が挙げられている。例えば、観察・実験を行う授業では、その方法の確認、 

記録、結果の整理などにICTを活用することによって、観察・実験の活動をより効果的に行うなどの

事例（第4章参照）もみられたところであり、体験的な活動とICTの活用を融合させることによって 

効果的な学習につながるものとなる。今後、これらの点にも十分留意した取組が求められている。

（遠隔地をつなぐ学習）

○ 　インターネットを活用して遠隔地の学校や企業、海外の学校等とリアルタイムで交流するこ

とは、様々な考えや文化に触れ、多様なものの見方を身に付け新たな「気づき」につながったり、 

コミュニケーション能力を高めたりすることにつながっている。このため、SNSやテレビ会議シス

テム、協働学習アプリケーション等を活用し、子供たちが国内外の多くの人たちと交流することが

できるよう取り組むことが求められる。

1 ICTを活用した指導の改善

今後の推進方策

　「学びのイノベーション事業」では、児童生徒1人1台のタブレットPC等を活用した教育を
実践し、その効果・影響の検証、指導方法の開発などの実証研究を行ってきた。今後、ICT
を効果的に活用した教育を推進し、子供たちの主体的な学びを実現していくためには、本事業
で得られた成果を自治体や学校、教員養成大学等の関係者をはじめ広く周知・普及するととも
に、本事業を通じて明らかとなった課題の解決に向けて、さらなる取組を進める必要がある。
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1-2  ICTを活用した指導の評価
○ 　本事業では、ICTを活用した教育の効果について、児童生徒や教員の意識調査、学力テスト、

ICT活用スキル状況調査等を実施するとともに、実証校からの研究成果報告書や教員へのヒアリ

ング等を通じて実態把握に努めてきた。その結果、児童生徒の変容や教員の指導力の向上などの

効果が見られた一方で、第６章の５に示すように、数量的に把握しづらい効果についての報告もみ

られた。

　 　このため、ICTを活用した教育による児童生徒の変容を客観的に評価するための評価指標や評

価方法等について研究開発し、指導の評価とその結果に基づく改善に生かすことができるように

することが重要である。

（様々な場での主体的な学習）

○ 　子供たちの学びは学校だけでなく、家庭や地域などの学校以外の場においても行われている。

例えば、一部の実証校では、タブレットPCを家庭に持ち帰り、各自のペースで作品の制作を行った

り、苦手な箇所の反復学習を行うなど、継続的に学習に取り組む事例がみられた。このようにＩＣＴ 

は多様な学びを可能とするものであり、子供たちが学校内外を通じた様々な場面で主体的に学ぶ

ことができるように、さらなる指導方法の工夫・改善を図ることが必要である。

（ICTを活用した授業改善）

○ 　情報通信技術は急速に進歩しており、最先端技術の活用により、これまで困難であった多様な

学びの姿が実現されることが期待されている。本事業では、児童生徒1人1台のタブレットPCが活

用できる環境の下で、新たな学習活動の実践や教員のICT活用指導力の向上を図ってきたところ

であり、最先端技術を活用したさらなる研究開発が望まれる。

　 　一方、実証校以外の学校における情報機器等の整備状況や教員のICT活用指導力の実態は

様々であり、すべての学校で、本事業と同様に1人1台のタブレットPCを有する環境ならではの授

業を実施することは現地点では困難である。しかしながら、実物投影機、プロジェクター、教師用

PC、デジタルカメラなど、多くの教員にとって身近なICTを工夫して活用することにより、より分か

りやすい授業を行ったり、協働的な学習を促したりするなど、多様な学びの実現に向けた授業改

善につなげていくことが重要であり、本事業における実践例を参考とし、ICTを積極的かつ効果的

に活用していくことが必要である。

○　このため、最先端の情報通信技術を活用したモデル的な研究を行うとともに、各学校における

情報機器等の整備状況や教員のICT活用指導力に応じた指導方法を開発する必要がある。
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2 教員のICT活用指導力の向上
（教員に対する研修等の充実）

○ 　ICTを活用した新たな学びを実現する上で、教員のICT活用指導力を向上させることは極めて

重要である。このため、実証校においては、教員間での情報交換、教材の共有、外部の専門家によ

る研修、新任・転任教員を対象とした研修、授業研究会、先進校視察、ICT支援員との協力体制な

ど、様々な取組により、教員の指導力が向上してきた。

　 　その一方で、学校における定期的な教員の人事異動により、ICT活用スキルや指導力の高い教

員の割合が変化すること、学校に導入されている教育用ソフトウェアによって使い方が異なること

から習熟に時間を要すること、定期的な研修や授業研究を行う時間の確保が難しいことなどの課

題がみられた。

　　このような状況を踏まえ、以下に示す取組を進める必要がある。

○ 　すべての教員が、ICTを効果的に活用した授業を実践できるようにするためには、教員間で指

導方法や教材等を共有し活用できる実効性のある仕組みの構築、ICT支援員等の外部人材の効

果的な活用、ICT活用指導力向上のための研修カリキュラムや教材の開発などが求められる。

○ 　本事業では、ICTを活用した指導方法を類型化し、指導のポイントや実践事例（第４章参照）を

示したところであるが、より具体的な発問の仕方や学習活動のさせ方などを示した研修用教材を

作成し、インターネットによるeラーニング研修など、多くの教員が容易に学習できるようにするこ

とが求められる。

○ 　教員のICT活用指導力の基準の具体化・明確化を図るため、平成19年に「教員のICT活用指導

力の基準（チェックリスト）」が作成され、これに基づく実態調査が実施されてきている。その後の

情報技術の進歩とともに、協働学習のための指導力をはじめとして教員に求められる指導力も変

化してきており、このような状況の変化に応じた新たなチェックリストの開発が必要である。

○ 　都道府県等教育委員会や教育センター等においては、国が養成した研修指導者の活用や大学

等との連携を視野に入れて、ICT活用指導力向上のために、授業研究等の実施や具体的な授業に

即した演習等を中心とした研修を教職経験者研修などにおいて実施することが期待される。また、 

これらの研修の成果は、校内研修において学校全体に行き渡るようにすることが重要である。



3 2 2

教
員
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用

指
導
力
の
向
上

2

Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た

指
導
の
改
善

1

情
報
教
育
の

更
な
る
充
実

3
情
報
教
育
の

更
な
る
充
実

3

Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た

指
導
の
改
善

1

デ
ジ
タ
ル
教
材
の
充
実

4
デ
ジ
タ
ル
教
材
の
充
実

4

（教員の養成・採用）

○ 　実証校の一部では、教育実習生に対してICTの活用方法や授業展開等についての指導を行っ

てきており、学生のICT活用への興味・関心や意欲の向上、授業中にICT活用して指導する能力の 

向上などの効果がみられた。このような取組も参考とし、教員を目指す学生が、各教科等の特性に

応じICTを効果的に活用した指導を行うことができるよう、教員養成段階において、教科教育での

積極的なICTの活用や教員養成カリキュラムの開発などが求められる。

○ 　各地方公共団体における教員採用についても、ICT活用指導力を十分に考慮して行われること

が期待され、例えば、ICTを活用した教科指導の指導案作成、模擬授業でのICT活用などの工夫

も考えられる。

（教育委員会や学校の体制）

○ 　教育委員会等における教育の情報化統括責任者である「教育CIO(Chief Information 

Officer)」及び学校における責任者である「学校CIO」は、教育の情報化を進めるために強力な

リーダーシップを発揮する必要がある。学校の管理職が「学校CIO」として、ICT活用の意義を 

十分理解した上で、教育の情報化を学校経営に位置付け、校内の情報化推進体制を構築していく

ことが必要である。

（外部の専門的スタッフの活用）

○ 　授業でのICT活用を普及・定着させる上で、ICT支援員は重要な役割を担っている。このため、 

ICT支援員の配置、地域における専門的な知識・技術を有する人材の活用や広域的なヘルプ 

デスクの設置など、情報機器のトラブルやネットワーク障害への対応等の技術支援はもとより、 

授業の相談や支援を行い、校内のすべての教員がICT活用を自立して行えるよう支援を行うこと

が必要である。
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○　社会の情報化の進展に伴い、コンピュータやインターネットなどのICTの活用が日常的になり

つつある。このような中で、学校教育において、ICTの基本的な操作を身に付けることや必要な情

報を主体的に収集・判断・表現するなどの情報活用能力を身に付けることが求められている。

○　平成20年・21年に改訂された学習指導要領においては、各教科等の指導に当たって、ICTの活

用や情報活用能力の育成等について充実が図られ、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校

を通じて実施されている。また、平成25年６月に定められた、第２期教育振興基本計画において

は、確かな学力を効果的に育成するため、ICTの積極的な活用をはじめとする指導方法・指導体制

の工夫改善を通じた協働型・双方向型の授業革新を推進することが示されている。

○　児童生徒1人1台のタブレットPCを活用することにより、児童生徒の学習履歴を蓄積・活用した

きめ細かな指導や、個々の興味・関心や学習の習熟の程度、学習ペース等に応じた学習が可能と

なる。このようなICTの有する機能を生かし、一人一人の能力や可能性を伸ばすための効果的な 

指導方法等について、研究開発に取り組むことが期待される。

○　また、実証校では、児童生徒がICTを操作・活用するための能力を身に付けさせるため、タブレッ

トPCの基本的な操作や各種の機能の活用方法等について、各教科等の授業で指導するほか、 

朝の学習の時間や授業時間終了後に練習を行うなどの取組が行われた。その結果、第６章の４で

示すように、児童生徒のICT活用スキルは着実に向上したところであるが、発達段階や各教科等

に応じた指導の内容や方法などが課題となっている。

○　今後、各学校において、ICTを積極的かつ効果的に活用した質の高い教育を行い、主体的な 

学びを実現するためには、各実証校における取組の状況や成果、上述のような課題等を踏まえ 

つつ、小・中・高等学校の各学校段階を通じた体系的な情報教育を実施するための教育課程の 

在り方等について検討する必要がある。

3 情報教育の更なる充実
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（デジタル教科書・教材等の開発）

○　実証校では、学習者用デジタル教科書・教材、市販のデジタル教材や協働学習等のアプリケー

ション、教員やICT支援員が作成したデジタル教材などを活用した実証研究を行ってきた。

　ICTを活用して、教材を分かりやすく提示したり、一人一人の習熟度に応じた学習や子供たち 

同士が話し合ったり教え合ったりする学習活動を行うためには、学習の目的や場面等に応じた 

デジタル教材が不可欠である。

○　本事業では、学習者用デジタル教科書・教材を研究開発し、実証校での活用状況を踏まえつつ、

その在り方について検討を行ってきた。学習者用デジタル教科書・教材は、単に表示したり書き込

んだりすることができるだけでなく、一人一人の学習経過・成果を保存・蓄積し、それを教員が指

導に生かしたり、児童生徒が自己の学習を振り返ることなどに活用できるようなシステムを構築す

ることにより、その効果的な活用が図られるものである。

　さらには、第5章で述べているように、学習者用デジタル教科書・教材と他の表現・協働学習アプリ 

ケーションやこれらを管理するサーバーなどが連携した環境を構築することにより、デジタルの

特長を生かした学習活動の幅が拡大することが期待される。すなわち、このような教育環境を 

構築することが、ICTを効果的に活用するための基盤として求められるものである。

○　デジタル教材には、教科書に準拠した教材以外にも、民間企業や各種団体が開発している 

教材、教育センター等で作成されている地域ごとの教材、教員が独自に作成した教材などがある。

様々な教材をデジタルデータとして共有・流通しやすい環境を整えていくことで、教員や児童生徒

のニーズ、興味・関心に応じた多様な授業展開が可能となるものであり、デジタル教材の開発と 

それを広く提供できる仕組みを構築することが期待される。

（デジタル教科書・教材の普及促進）

○　デジタル教科書・教材の開発とその普及・促進に当たっては、本事業における検討状況を踏ま

えつつ、文部科学省において、平成25年度より、デジタル教材等の標準化に関する調査研究を実

施している。この調査研究の成果を踏まえ、児童生徒の新たな学びを支援する多くのデジタル教

材等が開発されるとともに、各学校においてICTを活用した教育を実施するための環境が整備さ

れ、新たな学習活動が展開されることが期待されている。

4 デジタル教材の充実
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○　障害のある児童生徒がその能力を最大限に発揮するためには、多様な学びの場において、障

害の状態や特性を踏まえた適切な指導を行うことが必要である。ICTは、障害の状態や特性等に 

応じて活用することにより、各教科や自立活動等の指導において、その効果を高めることができる

点で極めて有用である。

　また、障害のある児童生徒が十分な教育を受けられるようにするための合理的配慮の充実を

図る上で、国や自治体においては、基礎的環境整備の一環としての教材の確保及び合理的配慮の

一環としての教材の工夫が求められており、中でもICTを活用した教材の活用がますます重要と

なっている。

（多様な児童生徒の実態に応じたICTの活用）

○　本事業では、特別支援学校（病弱）を対象として、一人一人の病気の状態等に応じたデジタル教

材の開発や指導方法の工夫・改善等を行い、多くの成果がみられた。しかしながら、特別支援学校

（病弱）に在学する児童生徒の実態は様々であり、一層の研究開発が求められている。また、他の

障害種の特別支援学校や小・中学校の特別支援学級、通常の学級に在籍する特別な支援を必要

とする児童生徒に対して、ICTを活用した教育について研究開発を行う必要がある。

○　本事業の成果は第３章にまとめたとおりであるが、他の障害種の特別支援学校、小・中学校に 

おいても活用できるようなものがある。例えば、テレビ会議システムを活用した取組については、 

不登校の児童生徒への指導やへき地教育などでの活用に取り組むことが期待される。

（障害等に配慮したデジタル教科書・教材）

○　デジタル教科書・教材は、障害のある児童生徒にとっても効果的である。デジタル教科書・教

材を開発する際に、障害のある児童生徒に必要となる機能等については、「教育の情報化ビジョン

（平成23年4月　文部科学省）」及び「障害のある児童生徒の教材の充実について（報告）（平成

25年8月　障害のある児童生徒の充実に関する検討会）」、国立特別支援教育総合研究所が開発

した「デジタル教科書ガイドライン（試案）」がある。今後、これらを参考として、障害のある児童生

徒にとっても活用しやすいデジタル教科書・教材の開発が期待される。

5 特別支援教育におけるICTの活用
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6 教育環境の整備
（情報機器等の整備）

○　ICTを活用した教育を実施するためには、指導方法の開発や教員の指導力の向上と併せて、

学校における教育環境を整備することが必要である。文部科学省が毎年度実施している 

「学校における教育の情報化の実態に関する調査」によれば、各自治体における情報機器等

の整備は進められてきているものの、平成25年３月１日現在における教育用コンピュータ１台 

当たりの児童生徒数は6.5人、普通教室における電子黒板の設置状況は5.9％などとなっており、情報

機器を活用した指導を実施できる教育環境の整備が課題となっている。

○　本事業では、学校単位でICT環境を整備し実証研究を行ってきたことから、実証校を卒業した

児童生徒の進学先や、定期異動により他校に異動した教員の勤務先では、同様のICT環境が整備

されておらず、これまで蓄積してきた学習活動や指導方法を十分に生かすことができないなどの課

題もみられる。

（国における推進方策）

○　第2期教育振興基本計画では、各学校における情報機器の整備に関し、教育用コンピュータ1台

当たりの児童生徒数3.6人を目指すこと、教材整備指針に基づく電子黒板・実物投影機の整備、ICT

支援員の配置を促すことなどが示されている。この第2期教育振興基本計画で目標とされる水準の

達成に必要な所要額については、「教育のIT化に向けた環境整備4か年計画（平成26～29年度）」

に基づき、平成29年度まで単年度で1,678億円（4年間総額6,712億円）の地方交付税措置を

講じることとされた。

（各自治体の取組）

○　自治体によっては、既に児童生徒1人1台のタブレットPC等を活用した指導を行うなど、先進的

な取り組みも見られている一方で、このような地方財政措置が十分に周知されていない状況もみら

れる。各自治体・学校においては、先進事例も参考としつつ、教育環境の整備を進められることが期

待される。
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7 学校間、学校と家庭との連携
○　本事業では、特別支援学校と病院内の分教室をつないだ授業、実証校間や国内外の学校との交

流授業の実施、地域協議会や公開授業等を活用した研究協議など、学校同士が連携した取組が行

われた。このような各学校が連携した取組は、それぞれの学校・教員が有する教材や指導事例等を

共有し、さらなる指導の改善・充実を図る上で極めて有効であり、小学校、中学校、高等学校及び

特別支援学校が緊密に連携した取組を行うための体制の整備が必要である。

○　また、一部の実証校では、児童生徒がタブレットPCを家庭に持ち帰り、学校での学習と継続し

た家庭学習が行われた。このような取組は、知識・技能の定着や主体的な学びを実現する上で有

効であり、今後、最新の情報通信技術を活用しつつ学校と家庭が連携した取組を実施するための

教材や指導方法の開発などについて、研究を行う必要がある。　

（ネットワーク等の整備）

○　実証校からは、タブレットPCや電子黒板へのペン入力の反応が悪かったり細かな字が書けない

場合があること、無線LAN環境での接続が不安定になることなどの活用上の課題が挙げられた。児

童生徒1人1台のタブレットPCを日常的に活用していくには、タブレットPCや電子黒板の操作性の

向上、安定したネットワーク環境の整備が不可欠である。無線LANの整備、学校ごとに想定され

るタブレットPCの数に応じたネットワーク帯域の確保といったネットワークインフラの充実を図

るとともに、クラウド・コンピューティングを活用して学校と家庭をつなぐシームレスな学習環境を

構築するため、セキュリティポリシーも含めた研究開発が求められる。

　　なお、校内の無線ＬＡＮの利用について、セキュリティ上の不安を理由に利用を認めない自治体や

学校があるが、必要なセキュリティ対策を施した上で、無線ＬＡＮ利用を進めていくことが望まれる。

8 大学や企業等との連携・協力
○　ICTを活用した授業改善を進めるためには、教育環境の整備、教材の開発、教員の指導力の

向上を一体的に行う必要がある。現在、ICTを活用した指導に関しては、国の実証研究のほか、

自治体における調査研究、大学や企業等による研究が進められてきている。

　急速な情報通信技術の進展に対応するとともに、児童生徒の実態や学習ニーズの多様化に

対応するためには、総務省と文部科学省との連携事業をはじめとして関係省庁が協力した取組

を進めるとともに、学校、家庭・地域、行政機関、大学、企業等が連携したネットワークを構築す

るなど、関係者が一体となった取組が重要である。
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※ このほか、各実証校における地域協議会委員にも協力いただいた。
※ 役職については、平成26年3月時点のものである。
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（文部科学省ホームページ）URL：http：//www.mext.go.jp/

（教育の情報化ホームページ）http：//jouhouka.mext.go.jp/

発　行

学びのイノベーション事業　実証研究報告書





文
部
科
学
省

実証研究報告書

学
び
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
事
業
実
証
研
究
報
告
書


	学びのイノベーション事業実証研究報告書
	第８章 
今後の推進方策
	１ ICTを活用した指導の改善
	２ 教員のICT活用指導力の向上
	３ 情報教育の更なる充実
	４ デジタル教材の充実
	５ 特別支援教育におけるICTの活用
	６ 教育環境の整備
	７ 学校間、学校と家庭との連携
	８ 大学や企業等との連携・協力

	後付け
	裏表紙


